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各     位 
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問合せ先 専務取締役   溝辺  裕 
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（開示事項の変更）譲渡制限付株式（報酬）としての自己株式の処分に係る 

処分価額等の変更に関するお知らせ 

 

当社は、2021年８月２日付け「当社従業員及び当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式（報酬）と

しての自己株式の処分に関するお知らせ」のとおり、同日開催の取締役会において、譲渡制限付株式（報

酬）として自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしま

したが、本日開催の取締役会において、本自己株式処分における処分価額等につき、以下のとおり変更

することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

１．本日開催の取締役会決議の内容 

2021年８月２日開催の取締役会において、本自己株式処分の処分価額につき、本自己株式処分に係

る取締役会決議日の前営業日（2021年７月30日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で

ある2,769円と決議し、公表しておりましたが、同じく2021年８月２日に第３四半期決算の内容及び自

己株式取得ついても公表され、同日後の当社の普通株式の株価について変動があったことに鑑み、同

日後の株価についても本自己株式処分の処分価額に反映することが適切であると判断いたしました。 

そこで、本日開催の取締役会において、①本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日（2021

年７月30日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,769円と、②2021年８月３日か

ら同月11日までの各取引日の終値の平均値（終値のない日数を除き、１円未満の端数は切り上げ。）

のうち、より高い金額である3,005円を処分価額とすることを決議いたしました。 

また、2021年８月２日開催の取締役会から本日開催の取締役会までの間に割当予定先の人数が減少

し、処分する株式の総数も減少することから、本日開催の取締役会において、かかる減少についても

併せて決議いたしました。 

なお、本自己株式処分の決議について、上記以外の変更はございません。 
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２．処分の概要 

（1）払込期日 2021年９月27日 

（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 3,400株 

（3）処分価額 １株につき 3,005円 

（4）処分価額の総額 10,217,000円 

（5）割当予定先 当社の従業員   24名 2,800株 

当社子会社の取締役 ２名   600株 

（6）その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価

証券通知書を提出しております。 

 

３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本自己株式処分の処分価額（払込金額）は、恣意性を排除した価額とするため、①本自己株式処分

に係る取締役会決議日の前営業日（2021年7月30日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終

値である2,769円と、②2021年８月３日から同月11日までの各取引日の終値の平均値（終値のない日数

を除き、１円未満の端数は切り上げ。）のうち、より高い金額である3,005円としました。 

上記の払込金額の算出方法によれば、払込金額は本自己株式処分に係る取締役会決議日直前の市場

株価と同じ金額又は当該市場株価よりも高い金額となることから、対象者にとって特に有利な価額に

は該当しないと考えております。 

 

（ご参考） 

 2021年８月２日付け「当社従業員及び当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式（報酬）としての

自己株式の処分に関するお知らせ」に記載の自己株式処分の概要は、以下のとおりです。 

 

（1）払込期日 2021年９月27日 

（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 3,600株 

（3）処分価額 １株につき 2,769円 

（4）処分価額の総額 9,968,400円 

（5）割当予定先 当社の従業員   25名 3,000株 

当社子会社の取締役 ２名   600株 

 

以  上 

 


